
電子請求書作成システム「Haratte」を利用開始するまでの主な流れ

入札参加資格者名簿への登録

登録済 申請中 未申請

債権者登録

登録済 申請中 未申請

Haratte利用申請
（かこがわオンライ

ン申請システム）

債権者登録申請を

行ってください

債権者登録

登録済 申請中 未申請

Haratte利用申請
（かこがわオンライ

ン申請システム）

入札参加資格・

債権者登録申請を

行ってください

市から、仮登録用ＵＲＬや利用案内資料をメールにて送付

仮登録用ＵＲＬからメールアドレス・パスワードを仮登録（メール送信）

受信したメールに記載の登録用ＵＲＬからメール認証

追加ユーザ登録 ※発行担当者が複数いる場合のみ

事業者情報登録（本登録）

利用開始

仮登録したメールアドレスとパスワードでHaratteサイトにログイン

ユーザ情報登録（本登録）


